
日 時

場 所

証券コード：8713

目的事項

第17期

定時株主総会
招集ご通知

2026年６月25日（木曜日）
午前10時（受付開始 午前９時より）

秋田県秋田市中通三丁目１番41号
北都銀行秋田本店 本館４階 大会議室

第17期定時株主総会会場は秋田市となっております。
会場が昨年と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。

議決権
行使期限

2026年６月24日（水曜日）
午後５時まで

● 株主総会ご出席の株主さまへのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げ
ます。

報告事項
１．第17期( 2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)事業報告の内容及

び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び
監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第17期( 2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)計算書類の内容報

告の件

決議事項
議案 取締役12名選任の件



ごあいさつ
株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼

申し上げます。
当社グループは、経営理念「一人ひとりの情熱と知恵と挑戦

で、東北を幸せと希望の産地にします。」のもと、地域のお客
さまに寄り添い、地域とともに成長してまいりました。そして
2027年１月には荘内銀行と北都銀行の合併を予定し、新たに
「フィデア銀行」としてスタートいたします。
また、2026年度からの３年間を計画期間とする第６次中期経
営計画を策定し、テーマである「地域のために 地域をつなぎ
ともに歩む」に基づき、中長期で目指す姿を見据えた活動をス
タートいたしました。合併による営業基盤拡大と資金供給力向
上を活かしたお客さまの課題解決支援を一層強化し、金利正常
化の中での業容拡大を通じ収益力を強化するとともに、戦略的
な人的資本の活用や生産性向上の推進により経営基盤の強化を図ってまいります。
当社グループは、今後も地域のお客さまへのご支援と地域創生に積極的に取り組み、地域の持続

可能な成長に貢献することで企業価値の向上を図ってまいります。
引き続き、変わらぬご支援とお引き立てを賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

取締役兼代表執行役社長 新野 正博

サステナビリティ方針
フィデアグループは、東北地方に根差し新しい価値を育む広域金融グループとして、「東北

を幸せと希望の産地にする」という経営理念の実現に向け、我々を取り巻く、地域経済の持続
的な成長、持続可能な地域環境づくり、人権の尊重、働きがいのある職場づくり、並びに社会
から信頼されるガバナンス構築の５つを重要な社会課題として認識し、解決に取り組みます。
これらの課題解決を通じて当社グループの企業価値向上を実現し、地域社会と地域経済の持

続的な発展に貢献してまいります。

一人ひとりの情熱と知恵と挑戦で、
東北を幸せと希望の産地にします。

グループ経営理念
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証券コード 8713
2026年６月３日

（電子提供措置の開始日）2026年５月28日
株 主 各 位

宮城県仙台市青葉区中央三丁目１番24号
フィデアホールディングス株式会社
取 締 役 兼
代表執行役社長 新 野 正 博

第17期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第17期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通
知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措

置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト
に掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいま
すようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト http://www.fidea.co.jp/investor/#block05

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）の
ウェブサイトにも掲載しております。こちらからご確認される場合は、以下の東証ウ
ェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「フィデアホールディングス」
又は「コード」に当社証券コード「8713」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類
/PR情報」を順に選択し、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よ
りご確認くださいますようお願い申し上げます。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット等によって議決権を行
使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年
６月24日（水曜日）午後５時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げま
す。

敬 具
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記

１．日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時）

２．場 所 秋田県秋田市中通三丁目１番41号
北都銀行秋田本店 本館４階 大会議室

本年の第17期定時株主総会会場は秋田市となっております。末尾の定時株主総会会場ご案内図
をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。

・第17期定時株主総会につきましては、秋田県秋田市で開催し、宮城県仙台市、山形
県鶴岡市及び山形県山形市を中継会場といたします。

・中継会場では、本会場の模様をスクリーンを通してご覧いただけるようになってお
りますが、ご質問、賛否等株主の権利のご行使はできません。

・ご来場の際は、末尾の定時株主総会会場ご案内図及び中継会場ご案内図をご参照い
ただき、お間違えのないようご注意願います。

３．株主総会の目的事項
報 告 事 項 １．第17期 (2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)事業報告の内容及び連結

計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の
連結計算書類監査結果報告の件

２．第17期 (2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
議 案 取締役12名選任の件

以 上



知
通
ご
集
招

類
書
考
参
会
総
主
株

告
報
業
事

類
書
算
計

告
報
査
監

― 4 ―

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議
決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げま
す。

◎ 書面交付請求された株主さまへご送付している書面には、法令及び当社
定款第16条の規定に基づき、以下の事項を記載しておりません。
① 事業報告の「当社の新株予約権等に関する事項」「業務の適正を確

保する体制及び当該体制の運用状況」「特定完全子会社に関する事
項」「親会社等との間の取引に関する事項」「会計参与に関する事
項」

② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
なお、これらの事項は、監査委員会が監査報告を、会計監査人が会計監
査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書
類に含まれております。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東証ウ
ェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の内容を掲載いたしま
す。
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議決権行使等についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまに当社の経営にご参加いただく重要な権利
です。議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
場 所 北都銀行秋田本店 本館４階 大会議室

（末尾の「定時株主総会 会場ご案内図」をご参照ください。）

書面（郵送）で議決権を行使される場合

株主総会にご出席されず、郵送による議決権行使をされる場合は、本招集
ご通知とあわせてお送りする「議決権行使書」をご返送ください。議案の
内容は株主総会参考書類（７頁〜22頁）をご参照ください。
行使期限 2026年６月24日（水曜日）午後５時到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合

スマートフォン又はパソコン等により、インターネットで議決権を行使い
ただくことができます。詳しくは６頁の「インターネット等による議決権
行使のご案内」をご参照ください。
行使期限 2026年６月24日（水曜日）午後５時まで

■ 複数回にわたり議決権を行使された場合及び賛否等の記載がない議決権行使書面
の取り扱い

郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネッ
トによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

なお、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に
行使されたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

また、書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議
案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせて
いただきます。
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議 決 権 行 使 書
御中

株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.

2.

3.

4.
）
線
取
切
（

○○○○

○○○○○○○

××××年 ×月××日

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイ
トへ遷移できます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。3

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
0120-768-524

（受付時間 年末年始を除く9：00～21：00）

2
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

てください。1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取っ

入力する方法
議決権行使コード・パスワードを

「スマート行使」
ログインQRコードを読み取る方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決
権行使ウェブサイトにログインすることができます。

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが
可能です。

「次へすすむ」をクリック

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

「初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください
「登録」をクリック

― 6 ―

インターネット等による議決権行使のご案内
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
議 案 取締役12名選任の件

現取締役13名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、
取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号 氏 名 現在の当社グループにおける主な地位及び担当 候補者属性

１ に い の ま さ ひ ろ

新野 正博
取締役兼代表執行役社長
経営戦略委員会委員長、リスク委員会委員、
サステナビリティ委員会委員

再任

２ さ と う たかし

佐藤 敬
取締役
サステナビリティ委員会委員、経営戦略委員会委員、
㈱荘内銀行代表取締役頭取、㈱北都銀行代表取締役頭取

再任

３ や ま し な ひ ろ ゆ き

山科 宏幸
取締役
サステナビリティ委員会委員、経営戦略委員会委員、
㈱荘内銀行代表取締役専務執行役員、㈱北都銀行代表取締役専務執行役員

再任

４ と が し ひ で お

富樫 秀雄 取締役（非業務執行）
監査委員会委員（常勤）、サステナビリティ委員会委員 再任 非業務執行

５ に し ぼ り さとる

西堀 利
取締役（非業務執行）兼取締役会議長
指名委員会委員、報酬委員会委員、リスク委員会委員、
サステナビリティ委員会委員、経営戦略委員会委員

再任 非業務執行

６ ほ り ゆたか

堀 裕 社外取締役
指名委員会委員、報酬委員会委員 再任 社外 独立役員

7 ぬ の い と も こ

布井 知子
社外取締役
監査委員会委員長、リスク委員会委員
サステナビリティ委員会委員

再任 社外 独立役員

8 ひ ろ せ わたる

廣瀬 渉
社外取締役
指名委員会委員長、報酬委員会委員長
サステナビリティ委員会委員、経営戦略委員会委員

再任 社外 独立役員

9 あ お き じゅん

青木 淳
社外取締役
指名委員会委員、報酬委員会委員
サステナビリティ委員会委員、経営戦略委員会委員

再任 社外 独立役員

10 さ と う し ろ う

佐藤 史朗
社外取締役
指名委員会委員、報酬委員会委員
経営戦略委員会委員

再任 社外 独立役員

11 な り た き ょ う こ

成田 恭子
社外取締役
監査委員会委員、リスク委員会委員、
サステナビリティ委員会委員、経営戦略委員会委員

再任 社外 独立役員

12 は や ま よ し こ

葉山 良子 社外取締役
監査委員会委員 再任 社外 独立役員
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候補者番号

1
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にい の まさ ひろ

新 野 正 博 1964年８月２日生

再 任 所有する当社の普通株式数 …………
取締役在任年数 ………………………

13,630株
３年

略歴、地位、担当及び重要な兼職（太字で表示）の状況
1989 年 ４月 ㈱富士銀行 入行
2008 年10月 ㈱みずほ銀行 ローン営業開発部

次長
2014 年 ４月 同行 高田馬場支店長兼高田馬場

第一部長
2017 年 ４月 同行 リテール法人営業推進部長
2019 年 ４月 同行 グローバル人事業務部付

審議役

2019 年 ７月 フィデアホールディングス㈱ 執行役
2020 年 ４月 当社 常務執行役
2022 年 ４月 当社 専務執行役
2023 年 ４月 当社 代表執行役社長
2023 年 ６月 ㈱北都銀行 取締役（非常勤）（現職）
2023 年 ６月 ㈱荘内銀行 取締役（非常勤）（現職）
2023 年 ６月 フィデアホールディングス㈱

取締役兼代表執行役社長（現職）

取締役候補者とした理由

新野氏は、これまで株式会社みずほ銀行の営業店長やリテール法人営業推進部長などを歴任。
2019年より当社執行役や常務執行役を経て、専務執行役として営業関連部門及び人事総務関連部
門の統括に携わり、2023年４月からは当社代表執行役社長として、当社を統括する立場にありま
す。金融業界における経験と経営に関する相当程度の知見を有しており、その経験や知見を当社取
締役会において生かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できる
ため、取締役候補者としました。

特別の利害関係
新野正博氏と当社の間には特別の利害関係はありません。



候補者番号

2
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さ とう たかし

佐 藤 敬 1972年９月23日生

再 任 所有する当社の普通株式数 …………
取締役在任年数 ………………………

7,615株
１年

略歴、地位、担当及び重要な兼職（太字で表示）の状況
1995 年 ４月 ㈱北都銀行 入行
2017 年 ４月 フィデアホールディングス㈱

経営統括グループ長
2020 年 ４月 ㈱北都銀行 土崎支店長兼土崎

南支店長
2021 年 ２月 同行 土崎支店長兼高清水支店

長兼将軍野支店長兼土崎南支店
長

2021 年 ４月 同行 執行役員土崎支店長兼高
清水支店長兼将軍野支店長兼土
崎南支店長

2022 年 ４月 同行 常務執行役員
2022 年 ６月 同行 取締役常務執行役員
2024 年 ４月 同行 取締役専務執行役員
2025 年 ４月 同行 代表取締役頭取（現職）
2025 年 ４月 ㈱荘内銀行 代表取締役頭取（現職）
2025 年 6 月 フィデアホールディングス㈱

取締役（現職）

取締役候補者とした理由

佐藤氏は、株式会社北都銀行取締役として営業部門、審査部門を統括する立場に携わり、また、経
営企画、財務、リスク管理等についても豊富な業務経験を有しており、業務全般を熟知しておりま
す。また、2025年４月より、荘内銀行並びに北都銀行の代表取締役頭取として、両行を統括する
立場にあります。その経験や知見を当社取締役会において生かすことにより、取締役会の意思決定
機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。

特別の利害関係
佐藤敬氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
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やま しな ひろ ゆき

山 科 宏 幸 1973年１月18日生

再 任 所有する当社の普通株式数 …………
取締役在任年数 ………………………

6,300株
１年

略歴、地位、担当及び重要な兼職（太字で表示）の状況
1995 年 ４月 ㈱荘内銀行 入行
2010 年 ４月 同行 流通センター支店長
2012 年11月 同行 ときめき通り支店長
2015 年 ７月 同行 営業企画部法人推進グループ

グループマネージャー
2017 年10月 同行 営業企画部営業推進グループ

グループマネージャー
2018 年 ４月 同行 営業推進部支店サポート

グループ グループマネージャー
2019 年 ４月 同行 酒田中央支店長
2020 年 ４月 同行 執行役員酒田中央支店長

兼酒田営業部長兼若竹町支店長
2020 年 ８月 同行 執行役員酒田中央支店長

兼酒田営業部長兼若竹町支店長
兼酒田東支店長

2021 年 ２月 同行 執行役員酒田中央支店長
兼酒田営業部長兼若竹町支店長
兼酒田東支店長兼緑ヶ丘支店長

2021 年 ４月 同行 執行役員山形営業部長兼
山形南支店長

2022 年 ４月 同行 執行役員山形営業部長兼
山形南支店長兼県庁前支店長

2023 年 ４月 同行 常務執行役員
2025 年 ４月 同行 代表取締役専務執行役員

（現職）
2025 年 ４月 ㈱北都銀行 代表取締役専務執

行役員（現職）
2025 年 6 月 フィデアホールディングス㈱

取締役（現職）

取締役候補者とした理由

山科氏は、株式会社荘内銀行の一員として、営業店長を歴任し、営業企画に携わる等、豊富な業務
経験を有しております。また、2025年４月より、荘内銀行並びに北都銀行の代表取締役として両
行を統括する立場にあります。その経験や知見を当社取締役会において生かすことにより、取締役
会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。

特別の利害関係
山科宏幸氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
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と がし ひで お

富 樫 秀 雄 1957年８月16日生

再 任
非業務執行

所有する当社の普通株式数 …………
取締役在任年数 ………………………

8,378株
５年

略歴、地位、担当及び重要な兼職（太字で表示）の状況
1981 年 ４月 ㈱荘内銀行 入行
2003 年 ７月 同行 資金証券部長
2010 年 ６月 同行 執行役員資金証券部長
2014 年 ６月 同行 常務執行役員資金証券部長
2016 年 ６月 同行 常務取締役兼常務執行役員

資金証券部長
2017 年 ６月 同行 常務取締役兼常務執行役員
2017 年 ６月 フィデアホールディングス㈱

常務執行役
2018 年 ４月 ㈱荘内銀行 取締役常務執行役員
2020 年 ４月 同行 取締役専務執行役員
2020 年 ４月 フィデアホールディングス㈱

専務執行役

2021 年 ４月 ㈱荘内銀行 取締役
2021 年 ４月 フィデアホールディングス㈱ 理事
2021 年 ６月 当社 取締役
2021 年 ６月 フィデアカード㈱ 監査役（非

常勤）（現職）
2021 年 ６月 ㈱フィデアキャピタル 監査役

（非常勤）（現職）
2021 年 ６月 ㈱フィデア情報総研 監査役

（非常勤）（現職）
2021 年 ６月 フィデアリース㈱ 監査役（非

常勤）（現職）
2022 年 ６月 当社 取締役（非業務執行）（現職）
2024 年 ６月 フィデアエナジー㈱ 監査役

（非常勤）（現職）

取締役候補者とした理由

富樫氏は、当社執行役及び株式会社荘内銀行取締役として長年にわたり有価証券運用に携わり、ま
た営業店の担当役員としても豊富な経験を有しております。同氏のその豊富な経験と高い識見・専
門性を生かし、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等が期待できるため、取締役
候補者としました。同氏が選任された場合は、常勤の監査委員会委員、サステナビリティ委員会委
員である非業務執行取締役として、業務執行の妥当性や効率性等、リスクガバナンスに関する決定
や監督等に対し、客観的かつ中立的立場で関与していただく予定であります。

特別の利害関係
富樫秀雄氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
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にし ぼり さとる

西 堀 利 1953年３月２日生

再 任
非業務執行

所有する当社の普通株式数 …………
取締役在任年数 ………………………

18,430株
11年

略歴、地位、担当及び重要な兼職（太字で表示）の状況
1975 年 ４月 ㈱富士銀行 入行
2002 年 ４月 ㈱みずほコーポレート銀行 執

行役員財務企画部長
2002 年12月 同行 執行役員財務・主計グループ・

シニアコーポレートオフィサー
2004 年 ６月 ㈱みずほフィナンシャルグループ

常務取締役財務・主計グループ長
2008 年 ４月 ㈱みずほ銀行 取締役副頭取
2009 年 ４月 同行 取締役頭取
2009 年 ６月 ㈱みずほフィナンシャルグループ

取締役
2011 年 ６月 みずほフィナンシャルグループ 顧問

2015 年 ６月 フィデアホールディングス㈱ 取締役（社外）
2016 年 ６月 ㈱荘内銀行 取締役（非常勤）（現職）
2016 年 ６月 フィデアホールディングス㈱

取締役兼取締役会議長（社外）
2017 年 ６月 ㈱北都銀行 取締役（非常勤）（現職）
2017 年 ９月 ㈱みずほ銀行 顧問
2019 年 ４月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 名誉顧問
2022 年 ６月 フィデアホールディングス㈱

取締役（非業務執行）兼取締役
会議長（現職）

2023 年 ７月 ㈱みずほフィナンシャルグループ
特別顧問（現職）

取締役候補者とした理由

西堀氏を非業務執行（社内）取締役候補者とした理由は、同氏には長年、当社独立社外取締役とし
て監督機能の実効性向上に貢献していただいたほか、取締役会議長として執行部門との情報交換や
認識共有を図っていただきましたが、厳しい経営環境の下、地方銀行に求められる経営革新のスピ
ードアップのためには、同氏が社外取締役としての活動の中で得た当社に関する知識や経験を生か
しつつ、当グループの経営改革を執行部とともに引き続き推進していただくことが適切との判断か
らであります。同氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループ常務取締役財務・主計グループ長

（CFO）、株式会社みずほ銀行取締役頭取を歴任されており、同氏の経営者としての豊富な経験と高
い識見を生かし、引き続き当グループの発展に貢献いただけることを期待し、取締役候補者としま
した。同氏が選任された場合は、取締役会議長、指名委員会委員、報酬委員会委員、リスク委員会
委員、サステナビリティ委員会委員及び経営戦略委員会委員を兼務していただき、非業務執行取締
役として客観的な立場で経営に関与していただく予定であります。

特別の利害関係
西堀利氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
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ほり ゆたか

堀 裕 1949年10月５日生

再 任
社 外

独立役員

所有する当社の普通株式数 …………
取締役在任年数 ………………………

0株
10年

略歴、地位、担当及び重要な兼職（太字で表示）の状況
1979 年 ４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
1989 年12月 堀裕法律事務所（現 堀総合法

律事務所）代表弁護士（現職）
1999 年 ６月 一橋大学大学院 国際企業戦略

研究科講師
2004 年 ４月 千葉大学 理事・副学長・経営

協議会委員（現職）
2005 年 ３月 千葉大学客員教授（現職）

2010 年 ４月 内閣府・公益認定等委員会 委員
2016 年 ３月 ＪＵＫＩ㈱ 取締役（社外）
2016 年 ６月 フィデアホールディングス㈱

取締役（社外）（現職）
2017 年 ８月 ㈱パソナグループ 取締役（社外）
2021 年 ６月 同社 指名・報酬委員会委員長

（現職）
2023 年 ３月 ＪＵＫＩ㈱ 取締役（社外）兼

指名報酬諮問委員会 委員長

取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

堀氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士として培われた豊富な経験と法務全般への高い識見
を有しております。同氏は取締役在任年数10年を超えますが、豊富な経験や金融法務の高い識見・
専門性を生かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化
等に大いに貢献いただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名委
員会委員及び報酬委員会委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的か
つ中立的立場で関与していただく予定であります。

特別の利害関係
堀裕氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
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ぬの い とも こ

布 井 知 子 1951年１月29日生

再 任
社 外

独立役員

所有する当社の普通株式数 …………
取締役在任年数 ………………………

0株
６年

略歴、地位、担当及び重要な兼職（太字で表示）の状況
1986 年 ２月 Paribas（London）Capital

Markets 入社
1994 年 ６月 パリバ証券会社 東京支店リス

クマネジメント部長
1996 年 ６月 パリバグループ 東京支店管理本部長
2000 年 ５月 BNPパリバグループ 東京支店

総務・人事統括本部長
2002 年 ３月 BNPパリバホールセール・バン

キング 人事部長

2006 年 ７月 同社 コンプライアンス部長
2008 年 ８月 BNPパリバ銀行 東京支店チーフア

ドミニストレイティブ・オフィサー
2010 年 １月 BNPパリバ証券㈱ 代表者室長
2016 年 １月 （特非）アースウォッチ・ジャパン

理事・事務局長
2020 年 ６月 フィデアホールディングス㈱

取締役（社外）（現職）

取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

布井氏を社外取締役候補者とした理由は、BNPパリバグループにおいて、コンプライアンス・人事
部門のグローバルヘッドを歴任されたほか、同グループで多様な金融業務を経験されており、ま
た、国際環境NGOの日本法人である認定NPO法人アースウォッチ・ジャパンの理事・事務局長を
務められるなど、同氏の海外法人勤務で培ってこられた豊富な経験と高い識見、国際感覚を生か
し、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢
献いただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、監査委員会委員長や
リスク委員会委員及びサステナビリティ委員会委員として業務執行の妥当性や効率性等、リスクガ
バナンスに関する決定や監督等に対し客観的かつ中立的立場で関与していただく予定であります。

特別の利害関係
布井知子氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
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ひろ せ わたる

廣 瀬 渉 1954年９月22日生

再 任
社 外

独立役員

所有する当社の普通株式数 …………
取締役在任年数 ………………………

0株
５年

略歴、地位、担当及び重要な兼職（太字で表示）の状況
1977 年 ４月 山形県 入庁
2010 年 ４月 同 商工観光部長
2012 年 ４月 同 企画振興部長
2014 年 ４月 同 企業管理者
2016 年 ４月 同 教育委員会教育長
2019 年 ４月 (公財)山形県建設技術センター

理事長

2020 年 ６月 ㈱荘内銀行 取締役（社外）
2021 年 ５月 ㈱ヤマザワ 監査役（社外）（現職）
2021 年 ６月 ㈱荘内銀行 取締役（非常勤）（現職）
2021 年 ６月 フィデアホールディングス㈱

取締役（社外）（現職）

取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

廣瀬氏を社外取締役候補者とした理由は、山形県商工観光部長、企画振興部長、企業管理者、教育
委員会教育長を歴任し、2019年からは公益財団法人山形県建設技術センター理事長、2020年から
株式会社荘内銀行の社外取締役に就任するなど、山形県行政勤務で培ってこられた豊富な経験、事
業者支援における高い識見や行政感覚を生かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決
定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただくことを期待したためであります。また、同
氏が選任された場合は、指名委員会委員長や報酬委員会委員長、サステナビリティ委員会委員及び
経営戦略委員会委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的かつ中立的
立場で関与していただく予定であります。

特別の利害関係
廣瀬渉氏と当社の間には特別の利害関係はありません。



知
通
ご
集
招

類
書
考
参
会
総
主
株

告
報
業
事

類
書
算
計

告
報
査
監

候補者番号

9

― 16 ―

あお き じゅん

青 木 淳 1957年４月30日生

再 任
社 外

独立役員

所有する当社の普通株式数 …………
取締役在任年数 ………………………

0株
３年

略歴、地位、担当及び重要な兼職（太字で表示）の状況
1980 年 ４月 槇総合計画事務所 入所
1991 年 ４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー

・インコーポレイテッド 入社
1993 年 ７月 同社 エンゲージメント・マネージャー
1995 年 ７月 同社 シニア・エンゲージメント・

マネージャー
1999 年 ２月 BNPパリバ・カーディフ 日本代表
2011 年11月 同社 国際人事部門責任者
2014 年11月 ㈱資生堂 常勤顧問
2015 年 ４月 同社 執行役員 チーフ・ピープル・

オフィサー
2017 年 １月 同社 執行役員常務 チーフ・

ピープル・オフィサー 兼 チーフ・
クリエイティブ・オフィサー

2017 年 ３月 同社 取締役常務 チーフ・ピー
プル・オフィサー 兼 チーフ・
クリエイティブ・オフィサー

2018 年 １月 同社 代表取締役常務 チーフ・
ピープル・オフィサー

2019 年 １月 同社 取締役常務 チーフ・ピー
プル・オフィサー 兼 チーフ・
ソーシャルバリュークリエー
ション・オフィサー

2020 年 １月 同社 執行役員常務 チーフ・
ソーシャルバリュークリエー
ション・オフィサー

2022 年 １月 ㈱淳風満帆 代表取締役（現職）
2023 年 ６月 ㈱LIXIL 取締役（社外）（現職）
2023 年 ６月 フィデアホールディングス㈱

取締役（社外）（現職）

取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

青木氏を社外取締役候補者とした理由は、コンサルティング業界において豊富な経験を有している
ほか、人事戦略においても豊富な経験を有していることから、同氏の高い識見を生かし、経営陣か
ら独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただくこ
とを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名委員会委員、報酬委員会委
員、サステナビリティ委員会委員及び経営戦略委員会委員として当社の役員候補者の選定や役員報
酬等の決定に対し、客観的かつ中立的立場で関与していただく予定であります。

特別の利害関係
青木淳氏と当社の間には特別の利害関係はありません。



候補者番号

10
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さ とう し ろう

佐 藤 史 朗 1957年12月21日生

再 任
社 外

独立役員

所有する当社の普通株式数 …………
取締役在任年数 ………………………

0株
２年

略歴、地位、担当及び重要な兼職（太字で表示）の状況
1981 年 ４月 安田火災海上保険㈱ 入社
2004 年 ４月 ㈱損害保険ジャパン 神戸自動

車営業部長
2007 年 ４月 同社 自動車開発第二部長
2010 年 ４月 同社 執行役員札幌支店長
2011 年 ４月 同社 執行役員
2012 年 ４月 同社 常務執行役員
2013 年 ４月 日本興亜損害保険㈱ 常務執行

役員
2014 年 ９月 損害保険ジャパン日本興亜㈱

常務執行役員

2014 年 ９月 損保ジャパン日本興亜ホールデ
ィングス㈱ 執行役員南アジア
部長

2015 年 ４月 損害保険ジャパン日本興亜㈱
取締役専務執行役員

2016 年 ４月 同社 代表取締役専務執行役員
2018 年 ４月 同社 代表取締役副社長執行役員
2020 年 ４月 セゾン自動車火災保険㈱ 代表

取締役社長
2024 年 ４月 ㈱クレディセゾン アドバイザー

顧問（現職）
2024 年 ６月 フィデアホールディングス㈱

取締役（社外）（現職）

取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

佐藤氏を社外取締役候補者とした理由は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の代表取締役副社長
執行役員、セゾン自動車火災保険株式会社の代表取締役社長などを歴任されており、保険業界にお
いて培った豊富な経験と高い識見・専門性を生かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意
思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただくことを期待したためであります。ま
た、同氏が選任された場合は、指名委員会委員、報酬委員会委員及び経営戦略委員会委員として当
社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的かつ中立的立場で関与していただく予定
であります。

特別の利害関係
佐藤史朗氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
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候補者番号

11
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なり た きょう こ

成 田 恭 子 1958年７月23日生

再 任
社 外

独立役員

所有する当社の普通株式数 …………
取締役在任年数 ………………………

0株
２年

略歴、地位、担当及び重要な兼職（太字で表示）の状況
1981 年 ４月 チェース・マンハッタン銀行 入行
1989 年 ４月 ㈱日本格付研究所 格付審査課長
2000 年10月 ドイツ証券会社 東京支店 ディ

レクター シニア クレジット
アナリスト

2001 年 ８月 BNPパリバ証券会社 東京支店
クレジット・リサーチ共同部長

2006 年 ９月 同社 クレジット・トレーディング
セクター・スペシャリスト

2010 年 ９月 T&Dアセットマネジメント㈱
債券運用部 シニアクレジット
アナリスト

2015 年 ７月 同社 債券運用部 ファンドマネー
ジャー/シニアクレジットアナリスト
兼 株式運用部 シニアESGアナリスト

2017 年 ４月 (一社)日本CFA協会 共同事務
局長

2018 年 １月 (一社)CDP Worldwide-Japan
シニアマネージャー

2023 年 ６月 同法人 キャピタルマーケッツ
リード

2024 年 ６月 フィデアホールディングス㈱
取締役（社外）（現職）

取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

成田氏を社外取締役候補者とした理由は、証券会社のアナリストやファンドマネージャーを長く経
験されたほか、国際環境NGOの日本拠点であるCDP Worldwide-Japanの活動に参加された経験
も有しており、その高い識見・専門性を生かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決
定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただくことを期待したためであります。また、同
氏が選任された場合は、サステナビリティ委員会委員長、監査委員会委員、リスク委員会委員、経
営戦略委員会委員として業務執行の妥当性や効率性等に対し、客観的かつ中立的立場で関与してい
ただく予定であります。

特別の利害関係
成田恭子氏と当社の間には特別の利害関係はありません。



候補者番号

12
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は やま よし こ

葉 山 良 子 1959年10月７日生

再 任
社 外

独立役員

所有する当社の普通株式数 …………
取締役在任年数 ………………………

0株
１年

略歴、地位、担当及び重要な兼職（太字で表示）の状況
1983 年 ４月 ㈱富士銀行 入行（〜1984年３

月）
1990 年10月 監査法人トーマツ 入所
1994 年 ３月 公認会計士登録
2007 年 １月 新日本監査法人 入所（〜2014

年１月）
2015 年 １月 葉山良子公認会計士事務所代表

（現職）
2016 年 ５月 スギホールディングス㈱ 取締

役（社外）
2016 年 ８月 日本公認会計士協会専門研究員

2018 年 ５月 ㈱アダストリア監査役（社外）
2020 年 ６月 ㈱ゼンショーホールディングス

取締役（社外）
2023 年 ５月 ㈱ベルシステム24ホールディン

グス 監査役（社外）（現職）
2024 年 ５月 スギホールディングス㈱ 監査

役（現職）
2024 年 ６月 ㈱ニップン 取締役監査等委員

（社外）（現職）
2025 年 6 月 フィデアホールディングス㈱

取締役（社外）（現職）

取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

葉山氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士として監査法人に長く勤務し、会計監査・内
部監査に関する豊富な経験を有しているほか、上場企業の社外監査役等も歴任されており、その豊
富な経験と高い識見・専門性を生かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や
監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただくことを期待したためであります。また、同氏が選任
された場合は、監査委員会委員として業務執行の妥当性や効率性等に対し客観的かつ中立的立場で
関与していただく予定であります。

特別の利害関係
葉山良子氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
葉山良子氏は、当社の外部監査を担当する新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）への勤
務経験があるものの、2014年１月に同法人を退所しており、退所後は同法人での業務運営に関与し
ておりません。また、同法人と当社との間における最近３事業年度各年度の取引額が当社の連結売上
高の２％未満であること等から、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されております。
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（注）１．堀裕氏、布井知子氏、廣瀬渉氏、青木淳氏、佐藤史朗氏、成田恭子氏及び葉山良子氏は、
会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。

２．富樫秀雄氏及び西堀利氏は、社内取締役のうち、当社の執行役及び使用人、又は当社子会
社の業務執行取締役、執行役員及び使用人を兼務しない非業務執行取締役候補者でありま
す。

３．当社は、堀裕氏、布井知子氏、廣瀬渉氏、青木淳氏、佐藤史朗氏、成田恭子氏及び葉山良
子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425
条第１項各号に掲げる額の合計額を上限としており、各氏の再任が承認された場合は当該契
約を継続する予定であります。

４．当社は保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を
締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「２ 会社役員（取締役及び執行
役）に関する事項」中の「(５)役員等賠償責任保険契約に関する事項」に記載のとおりであ
ります。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となります。なお、
当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

５．所有する当社の普通株式は、本招集通知及び株主総会参考書類の作成日現在の所有状況に
基づき記載しております。

６．当社は、堀裕氏、布井知子氏、廣瀬渉氏、青木淳氏、佐藤史朗氏、成田恭子氏及び葉山良
子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏の再任が承認
された場合は、引き続き各氏を独立役員とする予定であります。なお、当社の独立性基準に
ついては22頁をご参照ください。



当社のガバナンス体制の特徴

指名委員会等設置会社を選択

監督と執行を分離

非業務執行取締役

名/12名

独立社外取締役

名/12名9
（75.0%）

7
（58.3%）
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【各取締役候補者のスキルマトリックス】
各取締役候補者が保有するスキルのうち、特に期待する分野は以下のとおりであります。

企業経営 金融 事業戦略 財務・会計 人事戦略
人材育成

リスクマネ
ジメント

法務・コンプ
ライアンス 地域経済

新野 正博 ● ● ● ●

佐藤 敬 ● ● ● ●

山科 宏幸 ● ● ● ●

富樫 秀雄 ● ● ●

西堀 利 ● ● ● ● ● ●

堀 裕 ●

布井 知子 ● ● ● ●

廣瀬 渉 ●

青木 淳 ● ● ● ●

佐藤 史朗 ● ● ●

成田 恭子 ● ● ●

葉山 良子 ● ● ●

※上記一覧表は、候補者が有する全ての知見を表すものではありません。



知
通
ご
集
招

類
書
考
参
会
総
主
株

告
報
業
事

類
書
算
計

告
報
査
監

― 22 ―

＜ご参考＞フィデアグループの「社外取締役の独立性に関する基準」

１．当グループ関係者
① 当グループの業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人（以下、「業務執行者」とい

う）ではなく、過去においても業務執行者ではなかったこと
② 当社の現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう）、またはその親会社若しくは

重要な子会社ではなく、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者で
はなく、最近５年間においても業務執行者ではなかったこと

２．取引関係者
① 当グループを主要な取引先とする者、またはその親会社若しくは重要な子会社ではなく、また

はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近５年間において
も業務執行者ではなかったこと

② 当グループの主要な取引先である者、またはその親会社若しくは重要な子会社ではなく、また
はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近５年間において
も業務執行者ではなかったこと

③ 当グループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総
費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者では
ないこと

④ 当グループから取締役を受け入れている会社、またはその親会社若しくは子会社の役員ではな
いこと

３．専門的サービス提供者
① 現在、当グループの会計監査人または当該監査法人の社員等ではなく、最近５年間において当

該社員等として当グループの監査業務を担当したことがないこと
② 弁護士やコンサルタント等として、役員報酬以外に当グループから過去３年平均にて年間

1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと

４．その他
① 上記１〜３に掲げる者の配偶者または二親等内の親族ではないこと
② 当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益

相反が生じるおそれのない人物であること
③ 上記２でいう主要な取引先は、最近３事業年度各年度の連結売上高（当社の場合は、連結経常

収益）の２％以上を基準に判定する
④ 仮に上記２〜４①いずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当

社の十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社
は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の十分な
独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件
に、当該人物を当社の社外取締役候補者とすることができる

以 上
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第17期 事業報告（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

１ 当社の現況に関する事項

（1）企業集団の事業の経過及び成果等
① 企業集団の主要な事業内容 （2026年３月31日現在）

当社グループは、山形県を営業基盤とする株式会社荘内銀行（以下、荘内銀
行）と、秋田県を営業基盤とする株式会社北都銀行（以下、北都銀行）の経営
統合により2009年10月１日に誕生いたしました。

地域に密着した広域金融グループとして、経営理念「一人ひとりの情熱と知
恵と挑戦で、東北を幸せと希望の産地にします。」のもと、一人ひとりが持ち得
る最高の知恵を出し合い、情熱と挑戦の姿勢を全員が共有し、地域の新しい価
値の創造、持続的な成長に力強く貢献することを目指しています。

主たる子会社のうち、荘内銀行は山形県、宮城県、福島県、東京都において、
本店ほか支店87か店（ブランチ・イン・ブランチ方式による統合店を除く実質
拠点数は30か店）を拠点とし、また、北都銀行は秋田県、宮城県、東京都にお
いて、本店ほか支店82か店、出張所２か店（ブランチ・イン・ブランチ方式に
よる統合店を除く実質拠点数は37か店）等を拠点とし、預金業務、貸出業務、
内国為替業務、外国為替業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務及び
社債受託・登録業務を行い、附帯業務として代理業務や証券投資信託、生命保
険等の窓口販売業務等を行っております。

② 金融経済環境
当事業年度における我が国経済は、住宅建設が弱含み、輸出が概ね横這いで

推移した一方、個人消費及び設備投資は持ち直しの動きが見られ、公共投資も
堅調に推移するなど、緩やかな回復基調で推移いたしました。また、当社グル
ープの主たる営業エリアである東北地方の経済においては、住宅投資に弱い動
きが見られた一方で、公共投資は底堅く推移しました。生産活動には持ち直し
の動きがみられ、設備投資が増加するとともに、雇用・所得環境の改善を背景
に個人消費も緩やかに回復するなど、全体として緩やかな持ち直しの動きが続
きました。

なお、金融面につきましては、日本銀行が賃金と物価の好循環の定着を確認
しつつ、段階的な金利の正常化を進めました。この間、10年物国債金利は、継
続的な利上げへの思惑などから、年明けには2.4％に迫るなど、約27年振りの高
水準となりました。日経平均株価は、米国による通商政策に伴う不透明感やイ
ラン情勢の緊迫化により大きく下落する場面がありましたが、高市政権への政
策期待、底堅い企業業績や資本効率改善への取り組みを背景に史上最高値を更
新しております。
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③ 企業集団の事業の経過及び成果
（第５次中期経営計画の概要）

2025年度までの３か年計画である第５次中期経営計画は、「持続可能な地
域づくりのための変革〜豊かな東北の未来に向けたお客さま支援の徹底と経
営基盤の強化〜」をテーマとし、お客さま支援の徹底と経営基盤の強化によ
りお客さま満足度及び株主価値の向上に取り組んでまいりました。具体的に
６つの基本方針、①顧客支援力の強化、②サステナビリティ経営の実践、③
有価証券ポートフォリオの再構築、④経費構造の改革、⑤従業員満足度（Ｅ
Ｓ）の向上、⑥ガバナンス体制の高度化に取り組み、顧客部門経常利益の黒
字拡大、連結ＲＯＥの長期的な目標水準を５％超としました。

第５次中期経営計画の最終年度である2025年度の親会社株主に帰属する当
期純利益の目標値につきましては、本計画スタート後に日本銀行の政策金利
の運営スタンスが大きく変化し、また子会社である荘内銀行及び北都銀行の
合併並びにシステム統合を決定し準備を開始するなど、足元の環境変化を踏
まえ33億円に変更しております。

2022年度 2025年度

実績 最終年度目標

顧客部門経常利益 △994百万円 黒字拡大

連結ＲＯＥ 3.3％ 4％程度



フィデア情報総研

フィデアリース

フィデアカード

フィデアエナジー

フィデアキャピタル

フィデア情報総研

フィデアリース

フィデアカード

フィデアエナジー

フィデアキャピタル

荘内銀行

北都銀行

フィデアホールディングス

（2027年１月予定）

フィデア銀行

フィデアホールディングス
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（荘内銀行及び北都銀行の合併について）
また、経営統合の最終段階として、荘内銀行及び北都銀行の合併並びにシ

ステム統合を2027年１月に実施するべく準備を進めております。
※ 合併後のグループ体制

当社グループが営業地盤とする山形県、秋田県においては、高齢化の進展
に伴う生産年齢人口の減少、事業所数の減少など構造的な課題を抱えており
ます。両行の合併により、規模の拡大による資金供給能力の向上や本部業務
の効率化による営業体力の充実、両行それぞれに配置している専門人材によ
るコンサルティング力向上を実現し、両行が長年にわたり築いてきた地域の
お客さまとの関係をこれまで以上に強化し、より一層地域の活性化に貢献し
てまいります。

2024年９月には、金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づ
き、経営基盤強化のための費用に関連し、2029年度までの間に30億円を上限
とする資金交付を求める実施計画が当局より認定されております。また、
2024年11月には、当社及び両行の取締役会において、関係当局の許認可の取
得等を前提として、合併の効力発生日、新銀行の商号、本店所在地及び代表
者を決定しております。
※ 合併新銀行の概要

効 力 発 生 日 2027年１月１日

商 号 フィデア銀行 （合併存続銀行である荘内銀行が商号を変更）

本 店 所 在 地 山形県山形市

代 表 者 代表取締役頭取 佐藤 敬
代表取締役専務執行役員 山科 宏幸
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2023年度 2025年度2024年度

連結経常利益 （単位：百万円）

2023年度 2025年度2024年度

親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）

3,568

1,178

4,209
2,816

5,461
4,128
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（2025年度業績の総括）
荘内銀行と北都銀行は、合併効果を前倒しで発揮するため、2025年4月よ

り、役員・本部行員の両行兼務、経営・本部業務の一体運営を行うことで、
両行が持つ有益な情報を流通させ、専門性の高い人材を相互に活用し、広域
性と専門性を生かしたお客さま支援を行うための取り組みを開始いたしまし
た。そのような中で、2025年度は、第５次中期経営計画の最終年度として、
地元県内向け事業性貸出の増強に取り組むほか、お取引先の脱炭素コンサル
ティング及び人手不足対策なども含めたデジタル化のご支援、並びに当社グ
ループの強みである再生可能エネルギー事業向けプロジェクト・ファイナン
スなどにより、引き続き法人関連収益の拡大に注力いたしました。

当社グループの当期の連結業績につきましては、預貸金利息差及び預け金
利息など資金利益が増加し、与信関係費用が減少したことなどから、連結経
常利益は前期比12億52百万円（29.7％）増加し54億61百万円、親会社株主
に帰属する当期純利益は前期比13億12百万円（46.5％）増加し41億28百万
円となりました。

なお、連結経常収益は、貸出金利息など資金運用収益を中心に前期比29億
17百万円（5.4％）増加し560億55百万円となりました。また、連結経常費用
は、預金等利息など資金調達費用を中心に前期比16億64百万円（3.4％）増
加し505億93百万円となりました。



2023年度末 2025年度末2024年度末

預金等残高 （単位：億円）

2023年度末 2025年度末2024年度末

貸出金残高 （単位：億円）

27,629 18,67026,917
19,135

26,717
19,671
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※ 部門別損益の状況

（２行合算） 2024年度
実績

2025年度

実績 前期比

顧客部門経常利益 （①−②） 110百万円 2,980百万円 ＋2,870百万円

顧客部門業務純益 ① 1,311百万円 3,315百万円 ＋2,004百万円

与信関係費用 ② 1,202百万円 336百万円 △866百万円

市場部門経常利益 3,689百万円 1,719百万円 △1,970百万円

譲渡性預金を含む預金等残高は、個人預金を中心に前年度末比200億円
（0.7％）減少し２兆6,717億円となりました。貸出金残高は、事業性貸出、地
方公共団体向け貸出並びに中央政府向け貸出が増加し、前年度末比536億円

（2.8％）増加し１兆9,671億円となりました。
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（配当方針及び2026年度業績予想）
当社は2021年度に、中期経営計画の進捗状況及び公的資金返済による配当

負担軽減を勘案し、株主還元充実を目的として、１株当たり株式配当金を年
間60円から75円に増配しております。2025年度の株式配当金につきまして
も、引き続き１株当たり年間75円を実施いたしました。

2026年度は、第６次中期経営計画の初年度として、地元県内事業性貸出や
個人・法人関連手数料など顧客部門の収益力強化、有価証券ポートフォリオ
再構築による市場部門の収益性回復に取り組んでまいります。なお、2026年
度の業績予想につきましては、連結経常利益48億円、連結純利益32億円とし
ております。また、株式配当金につきましては１株当たり75円（うち中間配
当金37円50銭。配当性向は42.3％を見込む）を継続する予定としておりま
す。

当社は、グループの中核事業である銀行業をはじめとした各種事業の公共
性を鑑み、長期的視野に立った経営基盤の確保と持続的な利益の成長に努め
ながら、累進的配当を行うことを基本方針とします。配当性向は、親会社株
主に帰属する当期純利益の40％程度を目標といたします。

なお、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる
旨を定款に定めております。内部留保金の使途につきましては、将来の事業
発展及び財務体質の強化のための原資として活用してまいります。
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（主要な子会社である荘内銀行、北都銀行の業績及び財政状態）
※ 荘内銀行（単体）
（損益）

（単位：百万円） 2024年度 2025年度 増減

経 常 収 益 23,989 28,520 4,531

資 金 利 益 14,099 16,047 1,948

役 務 取 引 等 利 益 1,875 1,728 △146

そ の 他 業 務 利 益 △4,122 △5,189 △1,066

経 費 11,095 11,467 372

コ ア 業 務 純 益 3,772 5,485 1,712
コ ア 業 務 純 益
（除 く 投 信 解 約 損 益） 3,749 5,478 1,728

与 信 関 係 費 用 27 △732 △760

経 常 利 益 2,870 3,982 1,111

当 期 純 利 益 1,599 2,958 1,358

（主要勘定）
（単位：億円） 2024年度末 2025年度末 増減

貸 出 金 残 高 9,739 10,031 292
預 金 等 残 高
（譲 渡 性 預 金 を 含 む） 13,273 13,170 △102

有 価 証 券 残 高 3,153 2,293 △859
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※ 北都銀行（単体）
（損益）

（単位：百万円） 2024年度 2025年度 増減

経 常 収 益 24,370 22,541 △1,829

資 金 利 益 14,640 13,883 △756

役 務 取 引 等 利 益 2,880 2,530 △349

そ の 他 業 務 純 益 △4,489 △3,797 692

経 費 11,383 11,553 170

コ ア 業 務 純 益 5,751 4,561 △1,189
コ ア 業 務 純 益
（除 く 投 信 解 約 損 益） 3,945 3,853 △91

与 信 関 係 費 用 1,175 1,068 △107

経 常 利 益 929 714 △215

当 期 純 利 益 946 512 △433

（主要勘定）
（単位：億円） 2024年度末 2025年度末 増減

貸 出 金 残 高 9,579 9,829 250
預 金 等 残 高
（譲 渡 性 預 金 を 含 む） 13,695 13,610 △84

有 価 証 券 残 高 2,504 1,716 △787
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④ 企業集団の対処すべき課題
東北地方は人口減少や高齢化といった構造的課題に加え、人手不足に伴う人

件費の上昇やインフレの進行などにより、地域経済を取り巻く環境は引き続き
厳しい状況にあります。また、地域内事業所数の減少や内外金利環境の変化、
地政学的リスクの高まり、異業種参入による競争環境の変化などを背景に、地
域金融機関を取り巻く環境は引き続き厳しい環境が続くものと見込まれます。

このような中で、2026年度は第６次中期経営計画の初年度として、2027年
１月に予定されている荘内銀行と北都銀行の合併を完遂し、合併シナジーを早
期に発揮するとともに、地域における金融仲介機能の充実及び取引先の経営改
善や事業再生支援等に積極的に取り組み、コンサルティング営業の徹底、並び
に市場部門の収益力強化に取り組んでまいります。また、事業環境の変化に応
じた不断の変革を実践し、持続可能な地域づくりに貢献することのできる広域
地方銀行グループを目指してまいります。

※ 第６次中期経営計画の概要
当社グループは、2026年度から2028年度までの３年間を計画期間とする

第６次中期経営計画を策定いたしました。「地域のために 地域をつなぎ とも
に歩む」のテーマのもと、合併による営業基盤拡大や資金供給力の向上、両
行のノウハウ融合による専門性の向上による収益力の強化に取り組み、最終
年度の連結純利益60億円、連結ＲＯＥ水準６％以上を目指してまいります。

テ ー マ 地域のために 地域をつなぎ ともに歩む
〜変革を力に 専門性を高め 持続的成長へ 新フィデアの挑戦〜

計 画 期 間 2026〜2028年度（３年間）

重 点 施 策

１．コンサルティングの深化
２．地域金融から地域価値創造
３．コア収益の再構築
４．グループ再編の完遂による経営基盤の強化

目 標 指 標
連結純利益 60億円程度
連結ＲＯＥ水準 ６％以上（長期的に目指すＲＯＥ水準８％超）
自己資本比率 10％以上
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（2）企業集団及び当社の財産及び損益の状況
イ 企業集団の財産及び損益の状況

（単位：百万円）
2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

経 常 収 益 51,411 49,944 53,138 56,055

経 常 利 益 5,543 3,568 4,209 5,461
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 3,266 1,178 2,816 4,128

包 括 利 益 △11,506 △3,489 △6,962 9,817

純 資 産 額 90,621 85,824 77,396 85,915

総 資 産 3,019,852 3,060,664 2,921,972 2,915,772

（注） 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

ロ 当社の財産及び損益の状況
（単位：百万円）

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

営 業 収 益 2,984 2,726 2,912 3,014

受 取 配 当 額 1,714 1,355 1,354 1,353

銀行業を営む子会社 1,414 1,355 1,354 1,353

そ の 他 の 子 会 社 300 ― ― ―

当 期 純 利 益 2,169 1,364 1,360 1,551

１株当たり当期純利益 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
118 46 75 43 75 44 85 98

総 資 産 63,557 63,663 63,653 63,930

銀行業を営む子会社株式等 57,488 57,488 57,488 57,488

その他の子会社株式等 4,602 4,602 4,652 4,652

（注） 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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（3）企業集団の使用人の状況 （2026年３月31日現在）
当 年 度 末

銀 行 業 そ の 他

使 用 人 数 1,236人 140人

（注） 使用人数には、嘱託及び臨時従業員を含んでおりません。

（4）企業集団の主要な営業所等の状況 （2026年３月31日現在）
イ 銀行業

㈱荘内銀行
当 年 度 末

店 うち出張所
山 形 県 67 （―）
宮 城 県 15 （―）

福 島 県 2 （―）

東 京 都 4 （―）

合 計 88 （―）

（注）１．ブランチ・イン・ブランチ方式（１つの店舗内で複数の支店が営業する方式）による統合
店を除くと、本支店・出張所数は30か店です。

２．上記のほか、当年度末において店舗外現金自動設備を52か所設置しております。

㈱北都銀行
当 年 度 末

店 うち出張所
秋 田 県 83 （2）
宮 城 県 1 （―）

東 京 都 1 （―）

合 計 85 （2）

（注）１．ブランチ・イン・ブランチ方式（１つの店舗内で複数の支店が営業する方式）による統合
店を除くと、本支店・出張所数は37か店です。

２．上記のほか、当年度末において海外駐在員事務所を１か所、店舗外現金自動設備を99か所
設置しております。
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ロ その他
㈱荘内銀行及び㈱北都銀行以外の営業所等の状況につきましては、「（6）重要

な親会社及び子会社等の状況」をご参照ください。

（5）企業集団の設備投資の状況
イ 設備投資の総額

（単位：百万円）
銀 行 業 そ の 他 合 計

設 備 投 資 の 総 額 1,233 306 1,539

（注） 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

ロ 重要な設備の新設等
（新設・拡充・改修）

該当事項はありません。

（6）重要な親会社及び子会社等の状況
イ 親会社の状況

該当事項はありません。
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ロ 子会社等の状況 （2026年３月31日現在）

会 社 名 所在地 主 要 業 務 内 容 資本金
当 社 が 有 す る
子 会 社 等 の
議 決 権 比 率

その他

百万円 ％

㈱ 荘 内 銀 行 山形県
山形市 銀行業 8,500 100.00 ―

㈱ 北 都 銀 行 秋田県
秋田市 銀行業 12,500 100.00 ―

フ ィ デ ア カ ー ド ㈱ 秋田県
秋田市

クレジットカード業
信用保証業
顧客会員へのサービス業務

50 100.00 ―

フ ィ デ ア リ ー ス ㈱ 山形県
山形市 リース業 50 100.00 ―

㈱フィデア情報総研 秋田県
秋田市

システム開発業
調査研究業
情報サービス業

50 100.00 ―

フィデアエナジー㈱ 秋田県
秋田市 電力小売業 25 100.00 ―

㈱フィデアキャピタル 山形県
山形市 投資業等 80 50.00 ―

（注）１．記載金額は単位未満を、当社が有する子会社等の議決権比率は小数点第３位以下を切り捨
てて表示しております。

２．議決権比率欄は、当社保有割合及び子会社等が有する間接保有割合の合計を記載しており
ます。

（7）主要な借入先 （2026年３月31日現在）

借 入 先 借入金残高
当社への出資状況

持 株 数 議決権比率

㈱荘内銀行 10,460百万円 ─株 ─％

㈱北都銀行 500百万円 ─株 ─％

（8）事業譲渡等の状況
該当事項はありません。

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２ 会社役員（取締役及び執行役）に関する事項
（1）会社役員の状況

（年度末現在）
氏 名 地位及び担当 重 要 な 兼 職 その他

新 野 正 博

取締役兼代表執行役社長
最高経営責任者（CEO）
経営戦略委員会委員長
リスク委員会委員
サステナビリティ委員会委員

株式会社荘内銀行取締役
株式会社北都銀行取締役

佐 藤 敬
取締役
サステナビリティ委員会委員
経営戦略委員会委員

株式会社荘内銀行代表取
締役頭取
株式会社北都銀行代表取
締役頭取

山 科 宏 幸
取締役
サステナビリティ委員会委員
経営戦略委員会委員

株式会社荘内銀行代表取
締役専務執行役員
株式会社北都銀行代表取
締役専務執行役員

富 樫 秀 雄
取締役（非業務執行）
監査委員会委員（常勤）
サステナビリティ委員会委員

フィデアカード株式会社
監査役
株式会社フィデアキャピ
タル監査役
フィデアリース株式会社
監査役
株式会社フィデア情報総
研監査役
フィデアエナジー株式会
社監査役

監査委員会委員として財務
及び会計に関する相当程度
の知見を有している。

西 堀 利

取締役（非業務執行）兼
取締役会議長
指名委員会委員
報酬委員会委員
リスク委員会委員
サステナビリティ委員会委員
経営戦略委員会委員

株式会社荘内銀行取締役
株式会社北都銀行取締役

堀 裕
取締役（社外）
指名委員会委員
報酬委員会委員

堀総合法律事務所
代表弁護士

布 井 知 子
取締役（社外）
監査委員会委員長
リスク委員会委員
サステナビリティ委員会委員

監査委員会委員（委員長）
として財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有して
いる。

廣 瀬 渉

取締役（社外）
指名委員会委員長
報酬委員会委員長
サステナビリティ委員会委員
経営戦略委員会委員

株式会社荘内銀行取締役
株式会社ヤマザワ監査役

（社外）
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氏 名 地位及び担当 重 要 な 兼 職 その他

甲 斐 文 朗

取締役（社外）
サステナビリティ委員会委員長
監査委員会委員
リスク委員会委員
経営戦略委員会委員

ＧＭＯペイメントゲート
ウェイ株式会社取締役

（社外）

監査委員会委員として財務
及び会計に関する相当程度
の知見を有している。

青 木 淳

取締役（社外）
指名委員会委員
報酬委員会委員
サステナビリティ委員会委員
経営戦略委員会委員

株式会社淳風満帆代表取
締役
株式会社ＬＩＸＩＬ取締
役（社外）

佐 藤 史 朗
取締役（社外）
指名委員会委員
報酬委員会委員
経営戦略委員会委員

株式会社クレディセゾン
アドバイザー顧問

成 田 恭 子

取締役（社外）
監査委員会委員
リスク委員会委員
サステナビリティ委員会委員
経営戦略委員会委員

監査委員会委員として財務
及び会計に関する相当程度
の知見を有している。

葉 山 良 子 取締役（社外）
監査委員会委員

葉山良子公認会計士事務
所代表
株式会社ベルシステム
24ホールディングス監
査役（社外）
スギホールディングス株
式会社監査役
株式会社ニップン取締役
監査等委員（社外）

監査委員会委員として財務
及び会計に関する相当程度
の知見を有している。

宮 下 典 夫
執行役副社長
最高ＩＣＴ・システム責任者
（ＣＴＯ）
最高人事責任者（ＣＨＲＯ）

株式会社荘内銀行執行役員
株式会社北都銀行執行役員

小野山 公 彦
専務執行役
最高財務責任者（ＣＦＯ）
リスク委員会委員
経営戦略委員会委員

フィデアカード株式会社
取締役
フィデアリース株式会社
取締役
株式会社フィデア情報総
研取締役
フィデアエナジー株式会
社取締役

浅 見 英 紀 常務執行役
最高投資責任者（ＣＩＯ）

堀 越 智 則 常務執行役
ＩＣＴ第一企画部長
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氏 名 地位及び担当 重 要 な 兼 職 その他

工 藤 仁
執行役
最高コンプライアンス責任者
（ＣＣＯ）

株式会社荘内銀行執行役員
株式会社北都銀行執行役員

木 戸 祐 執行役 株式会社荘内銀行執行役員
株式会社北都銀行執行役員

黒 田 隆 行 執行役
人事部長

株式会社荘内銀行執行役員
株式会社北都銀行執行役員

石 上 靖 晃

執行役
最高マーケティング責任者
（ＣＭО）
営業企画部長
経営戦略委員会委員

株式会社荘内銀行執行役員
株式会社北都銀行執行役員
フィデアカード株式会社
取締役
株式会社フィデアキャピ
タル取締役
フィデアリース株式会社
取締役
株式会社フィデア情報総
研取締役
フィデアエナジー株式会
社取締役

南 澤 弘 規
執行役
最高リスク管理責任者（ＣＲＯ）
信用リスク部長
リスク委員会委員長

株式会社荘内銀行執行役員
株式会社北都銀行執行役員

山 谷 友 明 執行役
経営企画部長

（注）１．取締役の堀裕、布井知子、廣瀬渉、甲斐文朗、青木淳、佐藤史朗、成田恭子及び葉山良子
の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．取締役の堀裕、布井知子、廣瀬渉、甲斐文朗、青木淳、佐藤史朗、成田恭子及び葉山良子
の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

３．取締役富樫秀雄氏は、常勤の監査委員会委員であります。常勤の監査委員会委員を選定し
ている理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監
査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査委員会による監査の実
効性を高めるためであります。

４．事業年度中に退任した取締役及び執行役
氏 名 退任時の会社における地位 退任日

伊 藤 新 取締役会長 2025年６月24日
松 田 正 彦 取締役会長 2025年６月24日
田 尾 祐 一 取締役 2025年６月24日
近 野 博 取締役（社外） 2025年６月24日
安 達 光 常務執行役 2025年９月30日

※安達光氏（最高マーケティング責任者（ＣＭО）、営業企画部長、経営戦略委員会委員）は
辞任による退任であります。
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（2）会社役員に対する報酬等

役員区分 支給人数
（人）

報酬等の総額
（百万円） 基本報酬

（百万円）
業績連動報酬
（百万円）

非金銭報酬等
（百万円）

取締役
（社外取締役を除く） 4 71 62 1 7

執行役 12 158 135 9 13
社外取締役 9 69 69 ― ―

計 25 299 268 10 20
（注）１．年度末現在の役員数は取締役（社外取締役を除く）５名、執行役10名、社外取締役８名の

合計23名であります。
なお、取締役（社外取締役を除く）において無報酬の者２名を除き、2025年６月24日開

催の当社定時株主総会の終結を以って退任した１名を含めております。社外取締役におい
て、2025年６月24日開催の当社定時株主総会の終結を以って退任した１名を含めておりま
す。執行役において、2025年３月31日及び2025年９月30日を以って退任した２名を含めて
おります。

２．報酬等の総額には、当社の主要子会社である荘内銀行及び北都銀行の取締役としての報酬
25百万円（うち取締役（社外取締役を除く）２名25百万円）を含めておりません。当該報
酬等を含めたグループの報酬等の総額及び員数は以下のとおりです。

役員区分 支給人数
（人）

報酬等の
総額

（百万円）
基本報酬

（百万円）
業績連動報酬
（百万円）

非金銭報酬等
（百万円）

取締役
（社外取締役を除く） 6 97 82 1 13

執行役 12 158 135 9 13
社外取締役 9 69 69 ― ―

計 27 325 288 10 26
３．業績連動報酬は当社執行役及び各銀行執行役員に対する単年度業績向上へのインセンティ

ブを高めるため、各エンティティの業績等を勘案した組織評価と各役員の業務執行としての
業績貢献度合いを勘案した個人評価を踏まえて決定しております。組織評価の業績指標は各
銀行における中期経営計画の目標である当期純利益とその中で重視している顧客部門経常利
益を中心に各種施策の進展度合いを勘案して、個人評価は業務執行分野の業績貢献度合いを
勘案して、指名・報酬委員会が評定し、最高3.5か月相当から最低0.5か月相当の評価・報酬
マトリクスにて個別支給額を決定しております。なお、2024年度の当期純利益は当社連結
が2,816百万円（当初業績予想比△383百万円、前期比＋1,637百万円）、顧客部門経常利益
は当社（荘内銀行と北都銀行の合算）が110百万円（内部計画比＋525百万円、前期比＋
2,320百万円）となっております。

４．非金銭報酬等には譲渡制限付株式報酬が該当します。
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５．当社は取締役の報酬等について、報酬委員会の決議によって定める旨、2009年10月１日
の定款制定時より定めております。

また、当社は「フィデアグループ取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定
に関する基本方針」を定めております。その概要等は次のとおりであります。
【当該方針の概要及び決定の方法】

① 報酬委員会は、当社定時株主総会並びに同日開催の当社取締役会において決定される
当社の役員改選に合わせて毎年６月に開催し、当社役員の個人別の報酬等の内容を決定
する。

② 報酬委員会は、上記①とともに、荘内銀行及び北都銀行の定時株主総会並びに同日開
催予定のそれぞれの取締役会において決定される役員改選に合わせて毎年６月に開催
し、各行取締役の個人別の報酬等の内容を審議し、意見の提言を行う。荘内銀行及び北
都銀行は、それぞれの株主総会の決議及び当社報酬委員会の意見の内容を受けて、それ
ぞれの取締役会において、それぞれの代表取締役頭取に各行取締役の個人別の報酬等の
内容の決定を一任する決議を行う。

③ 前項に関わらず、当社は必要に応じて報酬委員会を開催し、当社役員の個人別の報酬
等の内容を決定及び各行取締役の個人別の報酬等の内容を審議し、荘内銀行及び北都銀
行に対して意見の提言を行うことができる。

④ 当社役員及び各行取締役の個人別の報酬月額については、報酬委員会規程に基づき、
報酬委員会における公正厳格な協議により決定し、または意見の提言を行う。

⑤ 当社役員及び各行取締役の個人別の業績連動報酬については、報酬委員会規程に基づ
き、直前期業績に顕在する貢献、その他特に勘案すべき事項を踏まえた報酬委員会にお
ける公正厳格な協議により決定し、または意見の提言を行う。

⑥ 当方針の改廃は報酬委員会が行い、当社並びに荘内銀行及び北都銀行の取締役会に報
告する。

【当該方針に沿うものであると報酬委員会が判断した理由】
当社では、取締役及び執行役の個人別報酬等決定に関し、以下の報酬委員会を開催し決

定しました。その内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
（個人別の報酬等決定に係る報酬委員会の開催内容）

① 2025年４月24日開催（報酬委員会）
議題 2024年度の業績連動報酬に関する件
内容 2024年5月の役員報酬体系変更に基づき、2024年度分の業績連動報酬を支給

する方針を決定
② 2025年６月24日開催（報酬委員会）

議題 役員個人の報酬に関する件
内容 当該事業年度に担う役位を基にした役割や責任に応じて支給する個人別報酬等

を決定
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③ 2025年７月14日開催（報酬委員会）
議題 2024年度業績連動報酬のマトリクスに関する件
内容 役員報酬に占めるインセンティブ報酬の割合を高めるだけでなく、新人事制度

への移行に伴う従業員の賃上げ状況と役員報酬とのバランスを考慮し、業績連
動報酬のマトリクスを見直し

④ 2025年７月14日開催（報酬委員会）
議題 2024年度業績連動報酬の支給に関する件
内容 前年度業績や業績連動報酬の支給方針を総合的に勘案したうえで個人評価を行

い、個人別報酬等を決定
⑤ 2025年9月26日開催（報酬委員会）

議題 役員個人の報酬に関する件
内容 執行役体制の変更に伴い個人別報酬等を改定

⑥ 2026年１月22日（報酬委員会）
議題 役員報酬体系に関する件
内容 2025年7月の報酬委員会にて決議した方針に基づき、2026年度以降の役員報

酬体系の方針を決定
⑦ 2026年２月26日開催（報酬委員会）

議題 2026年度役員報酬に関する件
内容 執行役体制の変更に伴い個人別報酬等を改定

【譲渡制限付株式報酬制度について】
報酬委員会は2022年５月、2022年度より譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決

議しました。この制度は、経営陣に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
を与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とするものです。具体的
には、一定期間、自由に譲渡その他の処分をすることができないこと及び一定の事由が生
じた場合には当社が無償取得することを条件に、当社普通株式を取締役（社外取締役及び
監査委員を除く）及び執行役に付与いたします。譲渡制限付株式の割当てに関するその他
の具体的内容につきましては、報酬委員会において決定いたします。
（譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬委員会の開催内容）

2025年７月14日開催（報酬委員会）
議題 譲渡制限付株式報酬制度（ＲＳ）に係る個人別報酬等の内容の決定に関する件
内容 当該事業年度に担う役位を基にした役割や責任に応じて支給する個人別譲渡制

限付株式報酬を決定
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（3）責任限定契約
当社は、各社外取締役との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を結んでおります。本契約
に基づき、社外取締役がその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合に
おいて、その職務を行うにあたり、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法
第425条第１項各号に掲げる額の合計額を上限として当社に対し損害賠償責任を負
うものとし、その損害賠償責任を超える部分については、免責するものとしてお
ります。

（4）補償契約
該当事項はありません。

（5）役員等賠償責任保険契約に関する事項
被保険者の範囲 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社取締役及び執行役
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を
保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、
当社並びに子会社である株式会社荘内銀行及び株式会社北都銀行のすべて
の取締役、執行役及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しており
ません。当該保険契約により被保険者の業務上の行為に起因する損害賠償
金及び争訟によって生じた損害が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、
被保険者が私的な利益または違法に便宜供与を得た場合、犯罪行為に起因
する等の場合には填補の対象外としております。

株式会社荘内銀行
取締役及び執行役員

株式会社北都銀行
取締役及び執行役員
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３ 社外役員に関する事項

（1）社外役員の兼職その他の状況
氏 名 兼職その他の状況

堀 裕 堀総合法律事務所 代表弁護士

廣 瀬 渉 株式会社ヤマザワ 監査役（社外）

甲 斐 文 朗 ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（社外）

青 木 淳 株式会社淳風満帆 代表取締役
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役（社外）

佐 藤 史 朗 株式会社クレディセゾン アドバイザー顧問

葉 山 良 子
葉山良子公認会計士事務所 代表
株式会社ベルシステム24ホールディングス 監査役（社外）
スギホールディングス株式会社 監査役
株式会社ニップン 取締役監査等委員（社外）

（注）１．他の法人等の重要な兼職の状況については、当社の完全子会社を除き記載しております。
２．社外取締役堀裕氏は堀総合法律事務所の代表を兼務しております。なお、当社と同事務所

並びに同氏との間には特別の関係はありません。
３．社外取締役廣瀬渉氏は株式会社ヤマザワの社外監査役を兼務しております。なお、当社と

同社並びに同氏との間には特別の関係はありません。
４．社外取締役甲斐文朗氏はＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社の社外取締役を兼務して

おります。なお、当社と同社並びに同氏との間には特別の関係はありません。
５．社外取締役青木淳氏は株式会社淳風満帆の代表及び株式会社ＬＩＸＩＬの社外取締役を兼

務しております。なお、当社と同社並びに同氏との間には特別の関係はありません。
６．社外取締役佐藤史朗氏は株式会社クレディセゾンのアドバイザー顧問を兼務しておりま

す。なお、当社と同社並びに同氏との間には特別の関係はありません。
７．社外取締役葉山良子氏は葉山良子公認会計士事務所の代表を兼務しております。また、株

式会社ベルシステム24ホールディングスの社外監査役、スギホールディングス株式会社の監
査役及び株式会社ニップンの社外取締役監査等委員を兼務しております。なお、当社と同事
務所並びに各社及び同氏との間には特別の関係はありません。
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（2）社外役員の主な活動状況

氏 名 在任期間
取締役会及び各委員会への出席状況

取締役会 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 リスク委員会 サステナビリ
ティ委員会 経営戦略委員会

堀 裕 ９年
９か月

18／18回
（100％）

13／14回
（93％） − 10／11回

（91％） − − −

布 井 知 子 ５年
９か月

18／18回
（100％） − 13／13回

（100％） − ５／５回
（100％）

３／３回
（100％） −

廣 瀬 渉 ４年
９か月

18／18回
（100％）

14／14回
（100％） − 11／11回

（100％） − ３／３回
（100％）

３／３回
（100％）

甲 斐 文 朗 ４年
９か月

17／18回
（94％） − 12／13回

（92％） − ５／５回
（100％）

３／３回
（100％）

２／３回
（67％）

青 木 淳 ２年
９か月

18／18回
（100％）

14／14回
（100％） − 11／11回

（100％） − ２／３回
（67％）

３／３回
（100％）

佐 藤 史 朗 １年
９か月

17／18回
（94％）

13／14回
（93％） − 10／11回

（91％） − − ３／３回
（100％）

成 田 恭 子 １年
９か月

18／18回
（100％） − 11／13回

（85％） − ５／５回
（100％）

３／３回
（100％）

３／３回
（100％）

葉 山 良 子 ９か月 13／13回
（100％） − 11／11回

（100％） − − − −

氏 名 取締役会・監査委員会における発言その他の活動状況

堀 裕
弁護士としての長年の経験を踏まえ、ガバナンス関連を中心とした経営の監督な
ど社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮している。また、取締役会等
を通じて意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っている。

布 井 知 子
金融業界における長年の経験を踏まえ、コンプライアンス・リスクマネジメント
を中心とした経営の監督など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮し
ている。また、取締役会等を通じて意思決定の妥当性・適正性を確保するための
発言を適宜行っている。

廣 瀬 渉
山形県の行政運営における長年の経験を踏まえ、経営の監督と企業の持続的成長
を促す助言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮している。ま
た、取締役会等を通じて意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜
行っている。

甲 斐 文 朗
金融業界における長年の経験を踏まえ、経営の監督と企業の持続的成長を促す助
言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮している。また、取締役
会等を通じて意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行ってい
る。
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氏 名 取締役会・監査委員会における発言その他の活動状況

青 木 淳
コンサルティング業界及び人事戦略における豊富な経験を踏まえ、経営の監督と
企業の持続的成長を促す助言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発
揮している。また、取締役会等を通じて意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの発言を適宜行っている。

佐 藤 史 朗
金融業界における経営者としての経験を踏まえ、経営の監督と企業の持続的成長
を促す助言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮している。ま
た、取締役会等を通じて意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜
行っている。

成 田 恭 子
金融業界における長年の経験を踏まえ、経営の監督と企業の持続的成長を促す助
言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮している。また、取締役
会等を通じて意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行ってい
る。

葉 山 良 子
公認会計士としての長年の経験、上場企業の社外監査役としての経験を踏まえ、
財務・会計面を中心とした経営の監督など社外取締役に求められる役割・責務を
十分に発揮している。また、取締役会等を通じて意思決定の妥当性・適正性を確
保するための発言を適宜行っている。

（3）社外役員に対する報酬等
（単位：百万円）

支給人数（人） 当社からの報酬等 当社の親会社等からの報酬等

報酬等の合計 9 69 ―

（注）当事業年度末における社外役員は８名ですが、2025年６月24日開催の定時株主総会の終結を
以って退任した１名を含めて記載しております。

（4）社外役員の意見
該当事項はありません。
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４ 当社の株式に関する事項

（1）株式数 発行可能株式総数 56,000千株
発行済株式の総数 18,142千株

（2）当年度末株主数 25,434名

（3）大株主

株 主 の 氏 名 又 は 名 称
当 社 へ の 出 資 状 況

持 株 数 持 株 比 率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,373千株 13.14％

フ ィ デ ア ホ ー ル デ ィ ン グ ス 従 業 員 持 株 会 558 3.09

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 425 2.35

高 橋 慧 272 1.50

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５７８１ 245 1.36

公 益 財 団 法 人 克 念 社 178 0.98

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１ 177 0.98

庄 司 隆 弘 168 0.93

広 野 摂 165 0.91

野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 （投 信 口） 146 0.80

（注） 持株比率は、自己株式（82,015株）を控除して計算しております。

（4）当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
株式数 交付対象者数

取締役
（社外取締役を除く） 4,600株 2名

執行役 9,300株 10名

社外取締役 ― ―

（注） 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「２．（2）会社役員に対する報酬等」に記
載しております。
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５ 会計監査人に関する事項

（1）会計監査人の状況
（単位：百万円）

氏名又は名称 当該事業年度に係る
監査証明業務に基づく報酬 非監査業務

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 根 津 昌 史
指定有限責任社員 小 松 﨑 謙

18 7

（注）１．監査委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実
務指針」を踏まえ、会計監査人及び社内関係部門からの必要な資料の入手や報告を通じて、
監査項目別監査時間及び監査内容などを確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、
会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第１項に定める同意を行っています。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該
事業年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額にはこれらの合計額を記載しております。

３．非監査業務の内容は、「リースに関する会計基準」及び同適用指針に関する導入支援業務
等であります。

４．当社、子会社及び子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は116百万円
であります。

（2）責任限定契約
当社は会計監査人との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約は締

結しておりません。

（3）補償契約
該当事項はありません。

（4）会計監査人に関するその他の事項
イ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人が監査業務を適切に遂行できないと判断されるとき、その他その
必要があると判断されるとき、監査委員会は、会計監査人の解任又は不再任の
議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に
提出いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定めるいずれかの事由に該当
すると認められる場合、監査委員会は、監査委員全員の同意により会計監査人
を解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員会の委員は、解
任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の
理由を報告いたします。

ロ 当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、当社の重要な子会社
である株式会社荘内銀行及び株式会社北都銀行の会計監査人を務めております。
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６ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

該当事項はありません。

７ その他

会社法第459条第１項の規定による定款の定めにより取締役会に与えられた権限の
行使に関する方針（剰余金の配当等の決定に関する方針）

当社は、グループの中核事業である銀行業をはじめとした各種事業の公共性
を鑑み、長期的視野に立った経営基盤の確保と持続的な利益の成長に努めなが
ら、累進的配当を行うことを基本方針とします。配当性向は、親会社株主に帰
属する当期純利益の40％程度を目標といたします。
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（2026年３月31日現在）連結貸借対照表
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

現 金 預 け 金 436,689 預 金 2,650,684

買 入 金 銭 債 権 3,160 譲 渡 性 預 金 21,041

商 品 有 価 証 券 649 借 用 金 103,800

金 銭 の 信 託 40,424 外 国 為 替 27

有 価 証 券 401,188 そ の 他 負 債 35,983

貸 出 金 1,967,175 役 員 賞 与 引 当 金 98

外 国 為 替 1,315 退 職 給 付 に 係 る 負 債 433

リース債権及びリース投資資産 10,353 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 3

そ の 他 資 産 22,027 偶 発 損 失 引 当 金 579

有 形 固 定 資 産 18,822 繰 延 税 金 負 債 26

建 物 10,073 再評価に係る繰延税金負債 367

土 地 6,774 支 払 承 諾 16,808

リ ー ス 資 産 5 負 債 の 部 合 計 2,829,856

建 設 仮 勘 定 27 （純 資 産 の 部）

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 1,942 資 本 金 18,000

無 形 固 定 資 産 1,884 資 本 剰 余 金 18,171

ソ フ ト ウ ェ ア 1,634 利 益 剰 余 金 61,951

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 249 自 己 株 式 △123

退 職 給 付 に 係 る 資 産 4,828 株 主 資 本 合 計 97,999

繰 延 税 金 資 産 2,141 その他有価証券評価差額金 △24,102

支 払 承 諾 見 返 16,808 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 8,429

貸 倒 引 当 金 △11,697 土 地 再 評 価 差 額 金 805

退職給付に係る調整累計額 2,589

その他の包括利益累計額合計 △12,278

非 支 配 株 主 持 分 194

純 資 産 の 部 合 計 85,915

資 産 の 部 合 計 2,915,772 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 2,915,772
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（自 2025
至 2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）連結損益計算書

（単位：百万円）
科 目 金 額

経 常 収 益 56,055
資 金 運 用 収 益 35,994

貸 出 金 利 息 25,418
有 価 証 券 利 息 配 当 金 8,331
コ ー ル ロ ー ン 利 息 及 び 買 入 手 形 利 息 60
預 け 金 利 息 2,131
そ の 他 の 受 入 利 息 51

役 務 取 引 等 収 益 8,114
そ の 他 業 務 収 益 6,230
そ の 他 経 常 収 益 5,716

償 却 債 権 取 立 益 293
そ の 他 の 経 常 収 益 5,422

経 常 費 用 50,593
資 金 調 達 費 用 6,304

預 金 利 息 5,214
譲 渡 性 預 金 利 息 95
コ ー ル マ ネ ー 利 息 及 び 売 渡 手 形 利 息 0
借 用 金 利 息 363
そ の 他 の 支 払 利 息 629

役 務 取 引 等 費 用 3,053
そ の 他 業 務 費 用 13,759
営 業 経 費 24,098
そ の 他 経 常 費 用 3,378

貸 出 金 償 却 11
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 307
そ の 他 の 経 常 費 用 3,059

経 常 利 益 5,461
特 別 利 益 67

固 定 資 産 処 分 益 67
特 別 損 失 581

固 定 資 産 処 分 損 242
減 損 損 失 339

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,948
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 955
法 人 税 等 調 整 額 △155
法 人 税 等 合 計 799
当 期 純 利 益 4,148
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 20
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 4,128
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第17期末（2026年３月31日現在）貸借対照表
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 流 動 負 債

現 金 及 び 預 金 1,116 短 期 借 入 金 10,960

前 払 費 用 20 未 払 配 当 金 46

未 収 収 益 0 未 払 法 人 税 等 34

そ の 他 9 前 受 収 益 3

流 動 資 産 合 計 1,146 未 払 費 用 46

固 定 資 産 役 員 賞 与 引 当 金 25

有 形 固 定 資 産 そ の 他 44

建 物 33 流 動 負 債 合 計 11,159

車 両 運 搬 具 0 固 定 負 債

工 具、 器 具 及 び 備 品 59 退 職 給 付 引 当 金 180

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 102 固 定 負 債 合 計 180

有 形 固 定 資 産 合 計 194 負 債 合 計 11,340

無 形 固 定 資 産 （純 資 産 の 部）

ソ フ ト ウ ェ ア 142 株 主 資 本

無 形 固 定 資 産 合 計 142 資 本 金 18,000

投 資 そ の 他 の 資 産 資 本 剰 余 金

関 係 会 社 株 式 62,140 資 本 準 備 金 11,735

繰 延 税 金 資 産 167 そ の 他 資 本 剰 余 金 17,965

そ の 他 138 資 本 剰 余 金 合 計 29,700

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 62,445 利 益 剰 余 金

固 定 資 産 合 計 62,783 そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金 5,012

利 益 剰 余 金 合 計 5,012

自 己 株 式 △123

株 主 資 本 合 計 52,589

純 資 産 合 計 52,589

資 産 合 計 63,930 負 債 純 資 産 合 計 63,930
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第17期（自 2025
至 2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）損益計算書

（単位：百万円）

科 目 金 額

営 業 収 益

関 係 会 社 受 取 配 当 金 1,353

関 係 会 社 受 入 手 数 料 1,660

営 業 収 益 合 計 3,014

営 業 費 用

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,530

営 業 費 用 合 計 1,530

営 業 利 益 1,483

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2

土 地 建 物 賃 貸 料 39

機 械 賃 貸 料 26

雑 収 入 25

営 業 外 収 益 合 計 93

営 業 外 費 用

支 払 利 息 131

雑 損 失 0

営 業 外 費 用 合 計 132

経 常 利 益 1,444

税 引 前 当 期 純 利 益 1,444

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 33

法 人 税 等 調 整 額 △140

法 人 税 等 合 計 △106

当 期 純 利 益 1,551
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月13日

フィデアホールディングス株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 根 津 昌 史
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小松﨑 謙

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、フィデアホールディングス株式会社の2025年４月１日から

2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フ
ィデアホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及
び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ

とにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の
職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書
類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査
閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は
阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月13日

フィデアホールディングス株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 根 津 昌 史
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小松﨑 謙

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、フィデアホールディングス株式会社の2025年４月１日

から2026年３月31日までの第17期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ

とにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の
職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は
阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第17期事業年度における取締役及び執行役の職

務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下の通り報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

監査委員会は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び執行役並びに使用人等からその構
築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の
方法で監査を実施いたしました。
① 監査委員会が定めた監査委員会監査基準に準拠し、監査の方針等に従い、会社の内部統制部門と連携の

上、取締役会及び経営会議その他重要な会議に出席し、取締役及び執行役等からその職務の執行に関する
事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当社の各業務部門において業
務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役、執行役員及び監査等
委員等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

② 取締役及び執行役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容並びに取締役及び執行役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月13日
フィデアホールディングス株式会社 監査委員会

監査委員（社外） 布 井 知 子
監査委員（常勤） 富 樫 秀 雄
監査委員（社外） 甲 斐 文 朗
監査委員（社外） 成 田 恭 子
監査委員（社外） 葉 山 良 子

（注） 監査委員布井知子、甲斐文朗、成田恭子および葉山良子は、会社法第２条第15号及び第400条第３項に規
定する社外取締役であります。

以 上
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中継会場ご案内図

中継会場は株主総会の会場ではございません。秋田市の定時株主
総会会場の模様を映像でご覧いただけます。秋田会場と異なり、
ご質問、賛否等株主権のご行使はできません。

中 継 会 場
日時 2026年６月25日（木曜日）午前10時
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● 株主総会ご出席の株主さまへのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいますよう
お願い申し上げます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

● 駐車場のスペースに限度がございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

●ご来場に当たりサポートが必要な方は、事前にお電話でご連絡ください。
フィデアホールディングス株式会社 総務部 TEL 0235-28-2408
(土日祝日を除く 8:30~17:00)

第17期 定時株主総会 会場
定時株主総会

会場ご案内図
秋田県秋田市中通三丁目１番41号

北都銀行秋田本店 本館４階 大会議室
TEL 018－833－4211
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